
訪看鳥 Ver4.01.02では下記機能の追加・修正をおこないました。 

 

◆1日 2回又は 3回以上医療保険の訪問看護をおこなった場合で、難病等複数回訪問加算 

算定時、1回目と 2回目以降に訪問される職種が異なる場合は、1回目の職種で訪問看護

基本療養費を算定可能に 

◆長時間訪問看護加算を算定すると、訪問看護報告書の印がつかなくなる不具合を修正 

◆利用者向け請求書（介護保険利用分）で、サービス内容が 1 ページにおさまらない場合

には 2ページ以降に内容を印字するように変更 

 

◆1日 2回又は 3回以上医療保険の訪問看護をおこなった場合で、難病等複数回訪問 

加算算定時、1回目と 2回目以降に訪問される職種が異なる場合は、1回目の職種で

訪問看護基本療養費を算定可能にしました。 

 

■該当日に 2 回以上貼り付け時、複数回のチェックをつけていないサービスに設定

されている職種で、基本療養費の算定をおこなうように変更いたしました。 

 

【難病等複数回訪問加算（訪問 2回の場合）】 

例：訪問看護基本療養費算定時、1回目は准看護師による訪問、2回目は看護師等の場合 

１） 

サービスを 2回登録します。まず 1回目が准看護師の場合、職員種別は「準看」を選択し、 

複数回のチェックはつけないで、カレンダーに貼り付けてください。 

1回目に登録するサービスには複数回（2 回）のチェックはつけないでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1回目は「1」タブにある「複数回」のチェック

は入れないでください。 

 

※チェックをいれないことで、基本療養費の職

種の判定をおこないます。 



２） 

2回目は看護師等の場合、職員種別を「正看等」にして、複数回（2回）のチェックを 

つけて、カレンダーに貼り付けてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【難病等複数回訪問加算（訪問 3回の場合）】 

1日 3回訪問された場合も、1回目のサービスには複数回（3回）のチェックはつけない

で貼り付けをおこない、2回目、3回目のサービスの「複数回（3回）」のチェックを 

つけカレンダーに貼り付け、登録をおこなってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 回目のサービスについては、複数回の

チェックをつけてください。 

該当日に 3回訪問された場合、「看医」を 3回貼り

付けますが、2回目、3回目のサービスに「3回」

のチェックを付けてカレンダーに貼り付けてくだ

さい。 

チェックがついていない 1 回目のサービスの職員

種別で基本療養費を算定可能にしました。 

 



◆長時間訪問看護加算を算定すると、訪問看護報告書の印がつかなくなる不具合を 

修正いたしました。 

 

◆利用者向け請求書（介護保険利用分）で、サービス内容が 1 ページにおさまらない場合

には 2ページ以降に内容を印字するように変更いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆サービスが 1 ページにすべて印字できない

場合、2ページ以降に内容を印字可能に変更い

たしました。 

◆2ページ以降の印字はサービス内容明細のみ

で請求額や小計等は 1 ページ目に印字させて

います。 


